
メモリアルグリーン 第５期指定管理者選定評価基準書 

1 

評価項目 内 容 
配点

（点） 
評価の基本的な考え方 

１ 法人の状況 

(1) 

法人の理念・

基本方針・財

務状況 

法人の理念、基本方針及び業務実績

等が公共性の高いものであり、公の施

設の管理運営者としてふさわしいもの

であるか。また、団体の財務状況は健

全か。 

５ 

10 

５ 法人の基本方針等が極めて公共性の高いものであり、かつ団

体の財務状況が健全である。 

４ 法人の基本方針等が公共性の高いものであり、かつ団体の財

務状況が健全である。 

３ 法人の基本方針等が公共性を備えており、かつ団体の財務状

況が健全である。 

２ 法人の基本方針等が公共性にやや欠ける、または団体の財

務状況にやや問題がある。 

１ 法人の基本方針等が公共性に欠ける、または団体の財務状

況に問題がある。 

０ 法人の基本方針等が公共性に欠ける、かつ、団体の財務状況

に問題がある。 

(2) 応募理由 

施設の設置目的や役割・特徴を十分に

理解した、妥当性・具体性がある応募

理由が示されているか。  

５ 

５ 施設の基本理念や設置の意義を十分に理解し、明確で特に優

れた応募理由が示されている。 

４ 施設の基本理念や設置の意義を十分に理解し、明確で優れた

応募理由が示されている。 

３ 施設の基本理念や設置の意義を理解し、明確な応募理由が

示されている。 

２ 施設の基本理念や設置の意義について理解が不十分であり、

応募理由も不明確である。 

１ 施設の基本理念や設置の意義について理解が不十分であり、

具体的な応募理由が示されていない。 

０ 施設の基本理念や設置の意義について理解しておらず、考え

方や方針が不明確、不適切である。 

２ 管理体制 

(1) 管理の体制 

 管理運営やサービス提供を行う上

で、人員配置など、具体的な管理運営

体制が示されているか。 

５ 
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５ 適切な管理体制が具体的に構築されており、危機管理対策や

個人情報保護における具体的な対応策など、特に優れた提案内

容が示されている。 

４ 適切な管理体制が具体的に構築されており、危機管理対策や

個人情報保護における具体的な対応策など、優れた提案内容が

示されている。 

３ 適切な管理体制が構築されており、危機管理対策や個人情報

保護における対応策が明確に示されている。 

２ 管理体制の基本的概要が示されており、危機管理対策や個人

情報保護における対応策がある程度示されている。 

１ 管理体制が不適切、または危機管理対策や個人情報保護に

おける対応策が不十分。 

０ 管理体制の概要、及び危機管理対策や個人情報保護におけ

る対応策が不明瞭、不適切である。 

(2) 

緊急、災害時

等の危機管理

対策 

 緊急、災害時における事前の対応策

や災害時における対応策が示されてい

るか。 

５ 

(3) 
個人情報の保

護管理 

 個人情報の保護管理における基本方

針や具体的な対応策が示されている

か。 

５ 

３ 施設の運営 

(1) 
施設運営の基

本方針 

 施設運営における基本方針や運営項

目が示されているか。 
５ 

43 

５ 管理に関する本市との調整を円滑に進めるとともに、利用者サ

ービスの向上策について適切な業務を行う上での具体的な内容

が示されており、市民参加や地域との連携、自主事業、本市の重

要施策を踏まえた取組等について、具体的で実現性のある特に

優れた提案内容が示されている。 

４ 管理に関する本市との調整を円滑に進めるとともに、利用者サ

ービスの向上策について適切な業務を行う上での具体的な内容

が示されており、市民参加や地域との連携、自主事業、本市の重

要施策を踏まえた取組等について、具体的で実現性のある優れ

た提案内容が示されている。 

３ 管理に関する本市との調整を円滑に進めるとともに、利用者サ

ービスの向上策について適切な業務を行う上での内容が示されて

おり、市民参加や地域との連携、自主事業、本市の重要施策を踏

まえた取組等について、実現性のある適切な提案内容が示されて

いる。 

 

(2) 

管理の質、利

用者サービス

の取組 

 管理に関する本市との調整を円滑に

進めるとともに、使用者や墓参者など

へのサービス向上策について具体的

内容が記載されているか。 

10※ 

(5×2) 

(3) 
市民協働の取

組 

 市民参加や地域との連携についての

考え方が示されているか。 

10※ 

(5×2) 

(4) 
自主事業の取

組 

 利用者サービスの向上や管理運営を

円滑に行うため、施設運営の趣旨に添

った自主事業が提案されているか。 

10※ 

(5×2) 
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(5) 

自己評価、利

用者ニーズ・要

望苦情への対

応 

自己評価、利用者ニーズ・要望苦情へ

の取組が具体的に示されているか。 
５ 

２ 管理に関する本市との調整を円滑に進めるとともに、利用者サ

ービスの向上策について適切な業務を行う上での内容がある程

度示されており、市民参加や地域との連携、自主事業、本市の重

要施策を踏まえた取組等について、実現性のある提案内容が多

少示されている。 

１ 管理に関する本市との調整を円滑に進めるとともに、利用者サ

ービスの向上策について適切な業務を行う上での内容が不十分

であり、市民参加や地域との連携、自主事業、本市の重要施策を

踏まえた取組等について、実現の可能性が低い提案内容が示さ

れている。 

0 管理に関する本市との調整を円滑に進めるとともに、利用者サ

ービスの向上策について適切な業務を行う上での内容が示されて

おらず、市民参加や地域との連携、自主事業、本市の重要施策を

踏まえた取組等について、提案が示されていない。 

※「(2)管理の質、利用者サービスの取組」、「(3)市民協働の取

組」、「(4)自主事業の取組」については、１～５点の評価点を２倍

にし、「(6) 環境への配慮、市内企業優先発注など、本市の重要

施策を踏まえた取組」については０～３点で評価する。 

(6) 

環境への配

慮、市内企業

優先発注など、

本市の重要施

策を踏まえた

取組 

 市内中小企業振興条例の趣旨、ヨコ

ハマプラ 5.3（ゴミ）計画、人権尊重、男

女共同参画推進など、本市の重要施

策を踏まえた取組になっているか。 

３ 

４ 施設の維持管理 

(1) 
施設管理の基

本事項 

 施設の維持管理における基本的な考

え方、執行体制、施設水準を維持、向

上させる取組が示されているか。 

５ 
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５ 施設の維持管理について、適正な管理やサービス向上に向け

た具体的な内容が示されており、安全対策等についても適切で具

体性のある対策方法等について、特に優れた提案内容が示され

ている。 

４ 施設の維持管理について、適正な管理やサービス向上に向け

た具体的な内容が示されており、安全対策等についても適切で具

体的な対策方法等について、優れた提案内容が示されている。 

３ 施設の維持管理について、適正な管理やサービス向上に向け

た内容が示されており、安全対策等についても適切な対策方法が

示されている。 

２ 施設の維持管理について、適正な管理やサービス向上に向け

た内容が示されているが、安全対策等について、適切な対策方法

が不適切である。 

１ 施設の維持管理について、適正な管理やサービス向上に向け

た内容が不十分であり、安全対策等について、対策方法が不適

切である。 

０ 施設の維持管理における内容や安全対策等についての対策

方法が不明瞭、不適切である。 

※「(2)植栽等の適正管理」、「(3)建築物、工作物の適正管理」、

「(4)施設の安全対策」については、１～５点の評価点を２倍にし、

評価する。 

(2) 
植栽等の適正

管理 

 樹木や草花、芝生等の植栽につい

て、適正な管理やサービス向上のため

の具体的な内容が示されているか。 

10※ 

(5×2) 

(3) 
建築物、工作

物の適正管理 

 建築物、工作物等について、適正な

管理やサービス向上の内容が示されて

いるか。 

10※ 

(5×2) 

(4) 
施設の安全対

策 

 安全対策や防災対策、不法行為等の

対策について、具体的な対策方法が示

されているか。 

10※ 

(5×2) 

５ 管理経費 

(1) 
適正な収支計

画 

 現実性や持続性を備えた収支計画で

あり、かつ指定管理事業と自主事業の

経理区分が明確であるか。 

※「収支予算書」により評価 

10※ 

(5×2) 
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５ 現実性・持続性に優れており、かつ区分経理も明瞭である。ま

た、コスト縮減策の内容に具体性・実現性が高く、特に優れた提案

がある。 

４ 現実性・持続性があり、区分経理も明瞭である。また、コスト縮

減策の内容に具体性・実現性のある優れた提案がある。 

３ 概ね現実性・持続性があり、かつ区分経理が示されている。ま

た、コスト縮減策は一定の実現性のある提案がある。 

２ 収支計画の根拠に不十分な点があり、現実性や持続性にやや

懸念がある。区分経理、コスト縮減策の内容はやや不十分であ

る。 

１ 収支計画の根拠が不明確で現実性や持続性に懸念がある。

区分経理、コスト縮減策の内容は不十分である。 

０ 収支計画の根拠、区分経理が不明瞭であり、コスト縮減策の

内容もほとんど示されていない、または著しく不十分である。 

※「(1)適正な収支計画」については、１～５点の評価点を２倍に

し、評価する。 

 

(2) コスト削減策 
 効率的な管理運営に向けた取組や、

コスト縮減策が示されているか。 
５ 



3 

 

６ 公営墓地等の管理実績 

(1) 
墓地又は納骨

堂の管理実績 

 公営の墓地又は納骨堂を指定管理

者として管理した実績はあるか。 
５ 5 

５ 公営墓地又は公営納骨堂を指定管理者として６年以上良好に

運営している。 

３ 公営墓地又は公営納骨堂を指定管理者として３年以上良好に

運営している。 

０ 上記のいずれにも該当しない。 

小計(評価項目 1～６) 123 
 

７ 加点項目 
 
 

(1)市内中小企業等

であるか（※） 

  
 市内中小企業等（次のア～ウ）である

か。 

ア 市内中小企業 

イ 中小企業等協同事業組合第３条に

規定する事業協同組合、事業協同 

小組合及び信用協同組合のうち、市内

に住所を有する者。 

ウ 地域住民を主体とした施設の管理

運営等のために地域住民を中心に設

立された団体 

※ 共同事業体の場合は、代表団体が 

市内中小企業等であること。 

 
５ 

 
 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

 

 

 

 

 
５ 市内中小企業等である。 

０ 市内中小企業等ではない。 

 
 

(2)本市重要施策を

踏まえた応募団体

の取組状況（※） 

 
①障害者雇用率が法定雇用率を超え

ているか。 

  
２ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

 
２ 障害者雇用率が法定雇用率を超えている。 

０ 障害者雇用率が法定雇用率を超えていない。 

 ②ワークライフバランス及び男女共同

参画を推進する仕組みが整って 

いるか。 

ア 次世代育成支援対策推進法に基づ

く一般事業主行動計画の策定 

イ 女性の職業生活における活躍の推

進に関する法律に基づく一般事業 

主計画の策定 

ウ 次世代育成支援対策推進法による

認定、女性の職業生活における活躍の

推進に関する法律に基づく認定又はよ

こはまグッドバランス企業の 

認定 

※ 共同事業体の場合は、代表団体が 

各項目に該当するかで判断。 

 

３ 

３ ア、イ、ウ全てに該当している。 

２ ア、イ、ウのうち２項目に該当している。 

１ ア、イ、ウのうち１項目に該当している。 

０ ア、イ、ウ全てに該当しない。 

総合計(評価項目 1～７) 133  
 
（※）  「市内中小企業等であるか」及び「本市重要施策を踏まえた応募団体の取組状況」において加点を希望する団 

   体は、「評価基準加点項目に係る申出書」を作成、提出します。提出された申出書の記載内容及び添付資料を施設 

   所管課において確認の上、加点項目を判定します。 


